
 

議案第１７号 

 

交野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給 

に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 交野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

  条例案……別記 

 

   令和７年２月２１日提出 

 

                           交野市長 山 本  景 

 

 

提案理由 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、

所要の改正を行いたいため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例

案  

交野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例  

 

交野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年条例第２１号）

の一部を次のように改正する。  

第２条中「別紙」を「別表」に改める。  

別表を次のように改める。  

別表  

退職報償金支給額表  

階級  勤務年数  

５年以上

１０年未

満  

１０年以

上１５年

未満  

１５年以

上２０年

未満  

２０年以

上２５年

未満  

２５年以

上３０年

未満  

３０年以

上３５年

未満  

３５年以

上  

 円 円 円  円 円 円  円

団長  ２３９，０

００

３４４，０

００

４５９，０

００  

５９４，０

００

７７９，０

００

９７９，０

００  

１，０７

９，０００

副団長  ２２９，０

００

３２９，０

００

４２９，０

００  

５３４，０

００

７０９，０

００

９０９，０

００  

１，００

９，０００

分団長  ２１９，０

００

３１８，０

００

４１３，０

００  

５１３，０

００

６５９，０

００

８４９，０

００  

９４９，０

００

副分団長  ２１４，０

００

３０３，０

００

３８８，０

００  

４７８，０

００

６２４，０

００

８０９，０

００  

９０９，０

００

部長及び班長  ２０４，０

００

２８３，０

００

３５８，０

００  

４３８，０

００

５６４，０

００

７３４，０

００  

８３４，０

００

団員  ２００，０

００

２６４，０

００

３３４，０

００  

４０９，０

００

５１９，０

００

６８９，０

００  

７８９，０

００

附 則  



 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、令和７年４月１日以後に退職した非常勤消防

団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例によ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


